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取手市議会感染症対策会議からの調査について（回答）

令和２年６月１８日付け取議発第４５号にて求めのありました標記の件につき

まして，下記のとおり回答します。また令和２年６月１８日付取市発第１５２号

にて回答しました課題２について，その後の経過を報告いたします。

記

１ 問題提起・確認事項

①NPO 法人の事業継続支援として，今後どのような施策を考えているか。

＜回答＞

【 市 民 協 働 課 】 取手市・市民協働課が現在行っているＮＰＯ法人向けの

支援としては，大まかに（１）雇用・事業継続支援に関す

る情報提供，（２）事業再開に伴う工夫やアドバイス，

（３）法定手続きに関する所轄庁としての指導監督の緩

和・猶予の３点があげられます。

まず，（１）については，「経済産業省の持続化給付金」

や「厚生労働省の雇用調整助成金，時間外労働等改善助成

金（テレワーク助成）」，「日本政策金融公庫の運転資金な

どの貸付・融資相談」，「茨城県の感染症拡大防止協力金」

などが，ＮＰＯ法人においても条件を満たせば該当するケ

ースがあります。ただし，これらは，事業収入の有無やプ

ロパー（専従）職員の有無など，当該ＮＰＯ法人の事業内

容によって該当の可否が異なってきますので，個別の問い



合わせに対して相談先を紹介しており，一律には市ホーム

ページでの情報提供にとどめています。

また，休眠預金等活用法に基づく新型コロナウイルス対

応緊急支援助成として，ＪＡＮＰＩＡ（一財）日本民間公

益活動連携機構が資金分配団体の選定を行い，早ければ秋

ごろには選定された各資金配分団体がそれぞれの事業目的

に沿った民間助成事業の公募が開始される見込みとなって

いるようです。詳細が分かり次第，市民活動情報サイト

「いきいきネットとりで」の助成金コーナーで随時情報提

供していきます。なお，これも当該ＮＰＯ法人が行ってい

る事業内容や申請条件に合致するかどうか等，個別ケース

となってきます。ＮＰＯ法人であればだれでも無条件で資

金援助を受けられるというものではありませんので，注意

が必要です。

次に（２）については，ＮＰＯ法人が事業を再開するに

あたって，とるべき注意事項や具体的な工夫・アイデアな

どのアドバイスを随時行っております。特にＮＰＯ法人に

特化した特別な条件や制限というものは存在しませんの

で，厚生労働省が定めた新たな生活様式や，茨城県が定め

た「社会経済活動再開に向けた対策の段階的緩和（ステー

ジ）」に合わせた情報提供を行っています。

最後に（３）については，３月５日付けの内閣府通達に

基づき，社員総会開催や事業報告書提出などの法定手続き

の遅延に対して，おおむね６か月程度は所轄庁としての指

導監督の緩和・猶予を設けています。また，この件につい

ては多くの問い合わせが寄せられたことから，社員総会の

開催方法や書面決議の手法・提案を含めて，３月に市ホー

ムページで情報提供するとともに，市内の全ＮＰＯ法人に

対して案内通知を行っています。

以上のことから，ＮＰＯ法人も正規の民間法人であり，

条件さえ合致すれば民間事業者向けの各種支援策の対象と

なることから，個別の問い合わせに対する情報提供を中心

とした支援を行っており，現時点では，取手市でＮＰＯ法

人に特化した独自施策を実施する予定はありません。



②公共交通の維持に対する支援として，今後どのような施策を考えているか。

＜回答＞

【都市計画課】 地域の公共交通網につきましては，今回の緊急事態宣言

によるテレワークの推奨，学校の休校措置により，通勤・

通学のための定期利用者が激減し，非常に厳しい状況に陥

りました。このため，事業者からは国，県，自治体それぞ

れに対し，支援要請がなされているところです。

公共交通事業者に対しては，国が持続化給付金や雇用調

整助成金の他，地域公共交通における感染拡大防止対策事

業や既存の補助制度の拡充などを行っており，県でも，主

要路線として位置づけ，沿線市町村と連携して補助を行っ

ている広域の路線バスについて，補助要件の緩和を検討す

るなど，様々な施策がとられています。

市としても，市内を走る鉄道やバスが，今回の事態をきっ

かけとして廃止や縮小となり，市民の交通利便性が低下す

ることを避ける観点から，新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金を活用した支援策を検討中です。

詳細が決まりましたら，改めてお知らせいたします。

③小中学校の新たな生活様式を確保するためのハード・ソフト両面の取組支援

小中，スポーツ・文化等あらゆる社会的イベント・会合の｢新たな生活様式｣の

下での再開等に必要な支援を今後どのように進めていくのか。

＜回答＞

【指 導 課】

【学務給食課】

小中学校における行事の持ち方については，「新しい生活様

式」の下で全ての行事を従来の内容や方法で実施することは困

難であると考えております。現在，市内の校長先生方を集めた

会議で検討を重ねているところですが，教育委員会としまして

は，教員と児童生徒，保護者，地域が一緒になって新しいスタ

イルの行事を生み出せるよう，先進的な取組の事例を収集し，

取手市の現状にあった情報を学校に提供するなどして支援を行

ってまいります。

「新しい生活様式の実践例」にあります４つの柱のうち，

１つの基本的感染対策と２つの生活様式について，実践し

ている内容をご説明させていただきます。

（１）一人ひとりの基本的感染対策



・小中学校では，そうじの時間や部活動のミーティング時

に，密にならないよう児童生徒同士の距離を一定に保つ

（最低１ｍ）活動を行うよう指導しております。また，ス

クールバス乗車の際にも，児童同士の距離を離すため，で

きる限り窓際の席に乗車してもらうなど感染対策を行って

おります。

・学校では，手洗いについて，以下①から⑥の場面におい

て，石けんと流水使用し，３０秒程度かけて丁寧な手洗い

を指導しております。石けんについては，不足がないよ

う，各学校に追加の予算を配当を行っております。

【手洗いの場面】

①外から教室に入る時

②せきやくしゃみ，鼻をかんだ時

③給食の前後

④そうじの後

⑤トイレの後

⑥みんなで使用する器具や用具をさわった時

・小中学校では，登下校の際，熱中症を防ぐため，１メー

トル以上の距離を確保し，会話を控えることで，マスクの

着用を義務づけないこと。適宜マスクを外し，休憩や水分

補給を行うよう指導しております。学校生活において，マ

スクが汚れた場合等に交換できるよう予備用マスクを配布

しております。

（２）日常生活を営む上での基本的生活様式

・小中学校では，登校前に，各家庭において検温，健康観

察の結果を健康観察表に記入し，提出を求めております

が，児童生徒が在校時間中に体調が悪くなった場合など，

感染が疑われる場合には，非接触型の体温計を導入するな

ど，校内での感染拡大防止を講じております。

（３）日常生活の各場面別の生活様式

学校給食の場面においては，以下のような指導媒体を作成

し感染症予防を支援しております。

・給食前後の手洗いを徹底します。



・給食当番の個人健康チェックを徹底します。

・密を避けるために，給食配膳整列時用の床のマーキング

や配膳動線の確保を行います。

・喫食時以外のマスク着用を義務づけます。

・前向き給食の実施（グループ会食の中止）や食事場所の

分散を徹底します。

・喫食時の会話の制止を徹底します。

・給食のおかわりや片付け時のルール化を明確化します。

④子どもの居場所づくりや見守り等への包括的な支援として，今後どのような施

策を考えているのか。

【指 導 課】 分散登校実施時の子どもの居場所づくりや見守りについ

ては，登校日にあたっていない児童生徒は，自宅で学校か

ら出された課題に取り組むことを基本としながら，就労家

庭の小学校１年生から３年生までは放課後こどもクラブで

の保育を実施しました。また，分散登校中の午後に，中学

校３年生を対象とした登校による学習相談の機会を設けた

ところ，のべ１８９人の生徒が登校しました。

⑤介護施設の衛生資材・防護機材の確保等の支援

マスク，手袋，消毒液等の衛生資材・防護機材の確保，オンライン面会等のた

めの ICT機器の整備等，感染防止のための支援事業をどのように進めていくの
か。公共施設等の開館に伴う各種団体別の使用マニュアルの作成をすべきと考

えるが。

＜回答＞

【高齢福祉課】 ・介護施設の衛生資材・防護機材の確保等の支援について

は，マスク，消毒液等など希望する施設に配布しておりま

すが，今後も希望する施設があれば寄付を受けたマスク，

消毒液等を配布していきます。

・オンライン面会等のためのＩＣＴ機器の整備等，感染防

止のための支援事業をどのように進めていくかについて

は，市内の施設によっては無料アプリ「オンライン会議ツ

ール」をダウンロードして活用している施設もあることか



令和２年６月１８日付取市発１５２号回答後の経過について（６月２６日時点）

ら，特別な機器の整備は必要ないと考えております。施設

から相談等があれば案内していきたい。

【本部事務局】 令和２年６月１８日付取市発第１５２号「２問題提起・確認

事項①」にて回答済みです。

⑥HPトップページのスライドパネルについて前回，掲載提言したテイクアウト特
設サイトの紹介画面が削除され「食べて応援～参加店舗募集」の画面が掲載され

ています。特設サイトの画面の復活と，食べて応援の募集画面ではなく，食べて

応援参加店舗の紹介のほうを掲載していただきたいが。

＜回答＞

【産業振興課】 市ＨＰトップページ内スライドパネルにおけるテイクア

ウト特設サイトについては，ご提言内容を踏まえて，出

前・テイクアウト商品応援補助制度の紹介と，テイクアウ

ト特設サイトの両方を掲載し，市民・事業者共に広く周知

できるよう改善を加えました。今後も分かりやすい広報周

知に努めてまいります。

（課題２）

県からステージ１へ緩和され制限が解除されたとき，市民へ協力のお礼と引き続

き感染防止を要請するため，防災無線で市長自らが発信すること。また，医療関

係従事者をはじめ様々な分野で頑張ってきた方々に対し，昼休み等の時間に横断

幕（紙）や拍手で誠意を表現することを提言する。（議員も含む）

＜回答＞

【本部事務局

前回回答】

コロナ渦の中でご苦労をされている医療従事者，介護従

事者などに対し，市長をはじめ職員より謝意を表すことを

計画しています。具体的には市長・職員による感謝の拍手

の実施，その様子の動画撮影・発信を予定しています。な

お，発信の方法については，提言にありました防災無線で

はなく，動画の市ＨＰへのアップなどにて行う予定です。



【今回経過報告】 医療従事者等への謝意を表する点については，当初より

そのタイミングを県内陽性者の治療が終了し，晴れて県内

陽性者数がゼロとなった時を想定しておりました。しかし

ながら，去る６月２０日において県内４６日ぶりの陽性者

発生により，そのおとずれが再び不透明な状況となってお

ります。今後も謝意表明にあたっては，しかるべき適切な

タイミングを見極めた中で実施してまいりたいと考えま

す。なお，防災無線は昨年度に実施した改修工事により，

音声入力から文字入力となったところです。市長の肉声と

いう意味での感謝の謝意表明につきましては，ＨＰにて動

画を発信するという方法とさせていただきます。


